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た
め
の
改
正
は
、
海
商
法
を

含
め
た
運
送
法
と
な
っ
て
い

る
。

　
損
保
総
研
は
、
海
商
法
に

含
ま
れ
て
い
る
海
上
保
険
の

法
規
制
が
見
直
さ
れ
る
機
運

が
高
ま
る
中
、
そ
の
改
正
が

実
務
の
支
障
と
な
ら
な
い
も

の
と
す
べ
き
で
あ
る
と
の
観

点
か
ら
、
11
年
11
月
、
海
上

保
険
法
制
研
究
会
（
座
長
：

落
合
誠
一
東
京
大
学
名
誉
教

授
・
中
央
大
学
法
科
大
学
院

教
授
）
を
設
置
し
、
研
究
者

と
実
務
家
を
メ
ン
バ
ー
と
し

　
海
上
保
険
契
約
法
が
１
世
紀
ぶ
り
に
改
正
さ
れ
る
。
法
務
大
臣
が
主
管
す
る
商
事

法
務
研
究
会
の
運
送
法
制
研
究
会
は
２
０
１
３
年
12
月
、
海
上
保
険
を
含
む
運
送
法

の
改
正
案
と
し
て
報
告
書
を
公
表
し
た
。
近
々
、
日
本
海
法
会
で
も
研
究
会
が
立
ち

上
が
り
、
海
商
法
の
現
代
化
に
つ
き
提
言
す
る
予
定
で
、
さ
ら
に
今
春
、
法
務
大
臣

か
ら
法
制
審
議
会
に
対
し
て
海
商
法
を
含
む
運
送
法
の
現
代
化
に
関
す
る
諮
問
も
な

さ
れ
る
見
通
し
だ
。
公
益
財
団
法
人
損
害
保
険
事
業
総
合
研
究
所
（
損
保
総
研
）
で

は
同
改
正
に
向
け
て
11
年
に
研
究
会
を
設
置
し
、
学
理
だ
け
で
な
く
実
務
に
も
即
し

た
規
定
と
な
る
よ
う
、
13
年
12
月
に
提
言
を
と
り
ま
と
め
た
。
商
事
法
務
研
究
会
の

運
送
法
制
研
究
会
で
も
そ
の
内
容
は
か
な
り
の
部
分
で
取
り
入
れ
ら
れ
て
お
り
、
同

内
容
の
法
改
正
が
実
現
す
れ
ば
、
海
上
保
険
実
務
に
大
き
な
成
果
が
も
た
ら
さ
れ
る

こ
と
に
な
る
。

今
春
、法
制
審
へ
諮
問
の
見
通
し

損
保
総
研
が
提
言
実
務
に
即
し
た
規
定

　
海
上
保
険
実
務
は
、
英
国

法
を
中
心
と
し
た
長
年
の
判

例
と
実
務
の
蓄
積
に
よ
っ
て

国
際
的
な
標
準
が
確
立
さ
れ

て
お
り
、
現
行
の
商
法
の
海

上
保
険
の
任
意
規
定
は
ほ
ぼ

活
用
さ
れ
て
い
な
い
の
が
実

情
だ
。
一
方
で
、
商
法
の
現

代
化
は
05
年
の
会
社
法
に
続

い
て
08
年
の
保
険
法
が
単
行

法
と
し
て
成
立
す
る
な
ど
進

ん
で
お
り
、
次
の
現
代
化
の

１世紀ぶり改正へ
海上保険契約法

て
鋭
意
検
討
を
重
ね
、
13
年

12
月
に
提
言
「
わ
が
国
の
海

上
保
険
法
制
の
あ
り
方
に
つ

い
て
―
標
準
的
な
海
上
保
険

実
務
を
踏
ま
え
て
―
」
を
と

り
ま
と
め
た
。

　
同
提
言
で
は
、
例
え
ば

「
告
知
義
務
」
に
つ
い
て
、

「
質
問
応
答
方
式
」
と
す
る

保
険
法
と
は
異
な
り
「
自
発

的
申
告
方
式
」
を
採
用
す
る

な
ど
、
現
在
の
海
上
保
険
実

務
で
一
般
的
に
行
わ
れ
て
い

る
こ
と
が
支
障
な
く
行
え
る

よ
う
な
提
言
を
し
て
い
る
。

な
お
、
同
提
言
は
損
保
総
研

発
行
の
機
関
誌
「
損
害
保
険

研
究
」
第
75
巻
４
号
（
創
立

80
周
年
記
念
号
Ⅱ
、
14
年
２

月
25
日
発
行
）
に
掲
載
さ
れ

る
。

　
日
本
の
海
上
保
険
契
約
法

は
、
商
法
第
３
編
海
商
の
第

６
章
に
任
意
規
定
が
設
け
ら

れ
て
い
る
が
、
１
８
９
９
年

（
明
治
32
年
）
の
商
法
典
制

定
以
来
、
基
本
的
な
変
更
を

さ
れ
て
お
ら
ず
、
現
代
化
が

叫
ば
れ
て
き
た
。
１
９
９
５

年
に
は
損
保
総
研
に
設
置
さ

れ
た
損
害
保
険
法
制
研
究
会

が
、
条
文
案
を
伴
う
「
海
上

保
険
契
約
法
改
正
試
案
」
を

公
表
し
た
が
、
改
正
に
は
至

ら
な
か
っ
た
。
今
年
の
春
に

な
る
と
思
わ
れ
る
法
制
審
議

会
の
検
討
開
始
に
よ
り
、
海

上
保
険
法
制
の
現
代
化
が
よ

う
や
く
実
現
す
る
見
通
し
と

な
っ
て
き
た
。
こ
れ
に
よ

り
、
長
い
間
の
悲
願
と
も
い

う
べ
き
海
上
保
険
法
制
を
含

む
保
険
契
約
法
全
体
の
現
代

化
が
つ
い
に
完
成
す
る
こ
と

に
な
る
。


